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午前10時00分開議 

○議長（井上 太一君）   

 おはようございます。ただいままでの出席議員は１８名で、定足数に達しておりますの

で、これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．第１号議案 

日程第２．第２号議案 

日程第３．第３号議案 

日程第４．第４号議案 

日程第５．第５号議案 

日程第６．第６号議案 

日程第７．第７号議案 

○議長（井上 太一君）   

 これより日程第１、第１号議案から日程第７、第７号議案までの平成２０年度各会計補

正予算７件を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、下川俊秀総務委員長。 

○総務委員長（下川 俊秀君）   

 皆さん、おはようございます。ご指名によりまして、ただいま議題となっております第

１号議案一般会計補正予算（第４号）のうち、総務委員会に付託されました所管部分につ

きまして審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回の補正予算の総額は９億７,４７０万円で、一般会計の総額を１７１億３,５２０万

円とするものです。本年度最後の補正となりますことから、各事業の確定に伴う予算の調

整も行うこととしております。 

 まず、歳入では、総務費国庫補助金においては定額給付金給付補助金７億５,２６５万

円の増額や諸収入の雑入に６７６万円の減額補正を行い、その主なものは「市町村振興宝

くじ配分金」１１２万円の増額及び「県産炭地域振興センター活性化基金助成金」に

８１３万円等の減額補正を行っています。 

 なお、「県産炭地域振興センター活性化基金助成金」につきましては、経費節減を図る

ため「通谷公園トイレ」の建設規模の見直しによる事業費の縮小などによるものです。 

 市債におきましては、退職手当債を含む総務費に１,３００万円を減額しております。

その他、事業費の確定に伴う減額と調整した結果、全体では３,９９０万円を計上いたし

ております。 

 次に、歳出では、総務費において定額給付金事業といたしまして、本年２月１日を基準
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として住民基本台帳に記載されている人、及び外国人登録原簿に登録されている人４万

６,５００人を対象に、１８歳以下及び６５歳以上の方には２万円を、それ以外の方には

１万２,０００円を支給するものでございます。 

 この経費の内訳といたしまして、定額給付金７億２,０８３万円を含む総額７億

５,２６５万円を計上いたしております。 

 その内容につきましては、３月１６日（月）より全戸に簡易書留により申請書を郵送し、

その申請書に基づき定額給付金を４月２０日（月）より原則銀行等口座振込で支払い、口

座のない申請者につきましては現金での支払いを行います。 

 なお、定額給付金に対する事務費といたしましては、３,１８２万円が交付され、事業

費、事務費とも全額国庫補助金で対応されております。 

 以上が、当委員会に付託されました概要であります。最後に採決いたしました結果、賛

成多数で原案どおり可決すべきと決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、掛田るみ子市民文教委員長。 

○市民文教委員長（掛田るみ子君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案一般会計補正予算（第

４号）のうち、市民文教委員会に付託されました所管部分につきまして審査を行いました

ので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 まず、教育部所管の教育費では、歳入の主なものは教育費国庫補助金のうち中学校費補

助金１億１,９００万円が安心安全なまちづくり交付金として増額されております。 

 歳出の主なものは、教育費のうち、中学校耐震に要する経費として２億４,３２０万円

が計上されております。これは、中間東中学校の校舎及び屋内運動場の耐震化に要する経

費です。 

 次に、市民部所管の歳入につきましては、固定資産税及び都市計画税９２０万円、軽自

動車税３００万円を増額し、個人市民税１,９００万円、市たばこ税１,５００万円をそれ

ぞれ減額いたしております。 

 歳出の主なものは、人権対策推進に要する経費及び人権のまちづくりセンター運営に要

する経費として１８０万円、若年者技能習得に要する経費１１０万円をそれぞれ減額いた

しております。 

 内容につきましては、今年度、同和対策審議会が開催されなかったこと、また若年者専

修学校等技能習得資金貸付の希望者がなかったことによるものでございます。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の内容でございます。 

 最後に採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきであると決した次第で

ございます。 



- 138 - 

 よろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、井上久雄保健福祉委員長。 

○保健福祉委員長（井上 久雄君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案のうち、保健福祉委員

会に付託されました所管部分並びに第２号議案、第５号議案、第６号議案、第７号議案に

つきまして審査を行いましたので、その概要と結果をご報告いたします。 

 まず、第１号議案一般会計補正予算について申し上げます。 

 歳出の主なものは、民生費の児童福祉費では子育て応援特別交付金２,８８０万円、さ

くら保育園のバス購入費５６０万円が計上されております。 

 また、生活保護費では、扶助費において医療扶助費の減少により１億４９０万円が減額

されています。 

 特別会計への繰出金では、介護保険事業に３,３１０万円、後期高齢者医療に１,３６０万

円が増額され、国民健康保険事業には２,４３０万円が減額されております。 

 また、後期高齢者医療療養給付費負担金として２,９４０万円が計上されております。 

 次に、第２号議案特別会計国民健康保険事業補正予算について申し上げます。 

 歳出の主なものは、医療制度の改定に伴うシステム開発委託料３５０万円が増額されて

います。また、平成１９年度の療養給付費負担金の精算に伴う返還金として３,８３０万

円が増額されています。 

 歳入では、国民健康保険税４９０万円、一般会計からの繰入金２,４３０万円が減額さ

れ、歳入欠かん補填収入７,０１０万円が増額されています。 

 次に、第５号議案介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。 

 保険事業勘定の歳出の主なものは、介護保険認定システム及び第４期介護保険料改正に

伴うシステム改修委託料３３０万円が計上されています。 

 保険給付費では、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費及び特定入所者介

護サービス費に不足が生じたことから２億３,３００万円が増額されています。 

 また、基金積立金では、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金２,９４０万円が計上

されています。 

 歳入では、国県支出金７,４５０万円、支払基金交付金５,５６０万円、一般会計からの

繰入金３,３１０万円、繰越金２,７６０万円が増額され、介護従事者処遇改善臨時特例基

金積立金として２,９４０万円が計上されております。 

 次に、第６号議案後期高齢者医療特別会計補正予算について申し上げます。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金６００万円が減額されています。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料１,９７０万円が減額され、保険基盤安定繰入金
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１,３６０万円が増額されております。 

 次に、第７号議案病院事業会計補正予算について申し上げます。 

 収益的収支の支出では、病院事業費用の医業費用で９,０００万円が減額されています。

収入では、病院事業収益の入院収益において整形外科の入院患者数の減少などにより

９,０００万円が減額されております。 

 資本的収支の支出では、固定資産購入費に１,１００万円が増額され、収入では固定資

産整備企業債に１,１００万円が増額されております。これは、耐用年数を経過した人工

呼吸器及び透析機器等の購入に伴うものです。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後にそれぞれ採決いたしました結果、第１号議案は賛成多数で、第２号議案、第５号

議案、第６号議案、第７号議案は全員の賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、片岡誠二建設上下水道委員長。 

○建設上下水道委員長（片岡 誠二君）   

 おはようございます。ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案、

第３号議案及び第４号議案の補正予算３件につきまして、建設上下水道委員会に付託され

ました所管部分につきまして審査を行いましたので、その概要と結果についてご報告申し

上げます。 

 まず、第１号議案平成２０年度中間市一般会計補正予算（第４号）につきまして申し上

げます。 

 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳入では国庫補助金及び県補助金等の確定に

伴う調整が行われており、国庫補助金では地域活性化・生活対策臨時交付金９,４６１万

円、県補助金では、ふるさと雇用再生特別交付金９００万円、緊急地域雇用創出特別交付

金２,０５０万円等が計上されております。 

 歳出の主なものとして、労働費では国のふるさと雇用再生特別交付金事業に基づき、

「地域ブランドなかま銘菓創作事業」として９００万円、緊急地域雇用創出特別交付金事

業に基づく「垣生公園景観整備委託料」１,３５０万円、「外扇通谷線法面景観整備委託

料」５００万円が計上されております。 

 土木費では、国の地域活性化・生活対策臨時交付金を財源とした「御館通谷線桜台法面

崩壊防止工事」９,１２３万円の増額、県事業の仮家大膳橋線街路事業確定により負担金

１,８７５万円の減額、都市公園整備工事１,５５０万円の減額、塘ノ内砂山線ほか２路線

道路改築工事に伴い電柱の移転費を九州電力がすることになったことによる補償費

７５４万円の減額等が計上されております。 
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 次に、一般会計補正予算のうち、下水道課が所管しています合併処理浄化槽についてご

報告申し上げます。 

 歳入では、合併処理浄化槽設置申請件数の増加に伴い、衛生費国庫補助金７３万円、県

補助金７３万円をそれぞれ増額計上いたしております。 

 歳出では、衛生費として合併処理浄化槽設置補助金２２０万円が計上されております。 

 次に、第３号議案平成２０年度中間市地域下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

きまして申し上げます。 

 歳入では、下水道使用水量の減少に伴い下水道使用料３００万円を減額、前年度繰越金

３６０万円を増額しております。 

 歳出では、積立金であります施設改良基金費を６０万円増額しております。 

 以上の補正により、歳入歳出それぞれ６０万円を増額し、予算の総額を９,５７８万円

とするものであります。 

 次に、第４号議案平成２０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

きまして申し上げます。 

 歳入では、水洗化人口の増加に伴い、公共下水道使用料７００万円の増額を計上いたし

ております。 

 歳出では、公共下水道供用開始区域の拡大に伴う水洗化人口の増加により、流域下水道

処理負担金を１,４００万円増額し、下水道維持管理負担金５００万円、流域下水道建設

事業負担金２００万円をそれぞれ減額しています。 

 以上の補正により、歳入歳出それぞれ７００万円増額し、予算の総額を２０億６,４２２万

円とするものであります。 

 以上、３議案につきまして審査の後、採決いたしましたところ、第１号議案平成２０年

度中間市一般会計補正予算（第４号）は賛成多数で、第３号議案平成２０年度中間市地域

下水道事業特別会計補正予算（第２号）及び第４号議案平成２０年度中間市公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）は、全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第

であります。 

 何とぞ、ご審議の上ご賛同賜りますようお願いいたしまして、委員長の報告を終わりま

す。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。佐々木晴一君。 

○議員（２番 佐々木晴一君）   
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 第１号議案平成２０年度中間市一般会計補正予算に対する反対討論をさせていただきま

す。 

 人権のまちづくりセンターにおける減額補正は、今回のみならず、たびたび出されてお

りますが、そもそも平成１８年度で終息しているはずの同和行政であるにもかかわらず、

いまだに隣保館に３人の市の職員を張りつかせ、存続させているからであると私は思うわ

けであります。隣保館を早急に廃止し、その機能を人権のまちづくりセンターに移せば、

稼働率も上がり、毎回減額補正をすることもないと思われますので、改善を強く求めるも

のであります。 

 次に、塘ノ内砂山線ほか２路線道路改築工事に伴う減額補正ですが、１９年度、２０年

度あわせて工事費だけで４億５,０００万円弱の事業でしたが、総工費の６割を単費で賄

わなければならない上に、県の事業である蓮花寺ぼた山縦貫道路の予算がついたとも聞き

ませんし、ＪＲ福北ゆたか線を跨ぐ高架がかかる目途がついたとも聞きません。 

 さらには、用地買収も完了できていないのではないでしょうか。 

 塘ノ内砂山線は、中間市行財政集中改革プランの進行中の今は控えておくべきだと、か

ねてから私は申し上げておりましたけども、たとえ減額補正であったとしても今回の補正

を認めるわけにはいきません。 

 以上、２点のことから第１号議案平成２０年度中間市一般会計補正予算には反対いたし

ます。 

 以上です。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論──宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）   

 平成２０年度中間市一般会計補正予算（第４号）について、日本共産党議員団を代表し

て討論を行います。 

 国の第２次補正予算の中で、地方への対応で地域活性化・生活対策臨時交付金が

６,０００億円規模、雇用対策として４,０００億円が準備をされました。年度末にこれだ

けの規模での補正対応は、近年例がないと言われています。 

 中間市では、地域活性化・生活対策臨時交付金９,４６１万円を初めとして、ふるさと

雇用再生特別交付金、緊急雇用創出事業交付金など総額１億３,５００万円の交付金、さ

らに定額給付金として７億５,２６５万円の補助金が補正をされています。 

 このことは、小泉改革が社会保障費や医療費の切り捨て、地方交付税の大幅削減など国

民と地方自治体に耐え難い痛みをもたらし、２００７年度参議院選挙で国民的批判が劇的

に示されたにもかかわれず、その後も小泉改革の方向をかえることができず、国民犠牲の

政治を続けてきた自民・公明政権に対し、国民世論に現れているように、一挙に政権から

転落の危機に直面する中で一定の手直しをせざるを得なくなったものであります。 
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 それだけに、この交付金は市民の暮らしを応援するものに使われなくてはならないもの

です。 

 このような視点から見ると、これまで大幅に削ってきた高齢者や障害者福祉などへの予

算編成がなされていないことは大きな問題となるところです。例えば桜台の法面崩壊防止

工事に地域活性化・生活対策臨時交付金の全額９,４００万円を予算化しています。この

工事が緊急の事業であることは認めるものの、その半額でも起債を起こし、その分を福祉

に回すことが考えられないのか、提案するところです。 

 次に、就学援助についてです。 

 小泉政権の三位一体改革では、２００５年以降、就学援助の国庫補助を廃止し、一般財

源化されました。企業の倒産やリストラなど経済状況が悪化する中、貧困が拡大し、年収

２００万円以下の世帯や生活保護世帯が増えているにもかかわらず、就学援助の受給者と

就学援助費の伸びは鈍っています。２００５年度では、１０５の市町村教育委員会で認定

基準の引き下げや支給額の引き下げが行われていることが明らかになりました。 

 本市において、経済的な理由で就学困難になる子どもを生み出さないために就学援助が

抑制されることのないよう求めるものです。 

 次に、定額給付金に対して一言申し上げます。 

 所得税配偶者特別控除廃止、住民税配偶者特別控除廃止、さらには定率減税廃止、また

後期高齢者医療制度の創設等々の相次ぐ増税や社会保障負担増によって、２００２年度か

ら７年間の累計で見れば５０兆円近い負担増となっています。 

 こんな負担増をかぶせておいて、わずか２兆円の１回だけ配付したとしても、景気回復

に何らの効果も期待できないことは明らかです。しかも、将来は消費税の大増税で、定額

給付金としてばら撒いた分の何倍もの税金を取り戻そうというのが現政権のねらいです。 

 「ばら撒きは一瞬、増税が一生」が本質のこの定額給付金であることを述べて、態度保

留といたします。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、第１号議案から第７号議案までの補正予算７件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず第１号議案平成２０年度中間市一般会計補正予算（第４号）を起立に

より採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
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○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第２号議案平成２０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）を

採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第２号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第３号議案平成２０年度中間市地域下水道事業特別会計補正予算（第２号）を採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第３号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第４号議案平成２０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第４号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第５号議案平成２０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第５号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第６号議案平成２０年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採
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決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第６号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第７号議案平成２０年度中間市病院事業会計補正予算（第２号）を採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第７号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第 ８．第１０号議案 

日程第 ９．第１１号議案 

日程第１０．第１２号議案 

日程第１１．第１５号議案 

日程第１２．第１６号議案 

日程第１３．第１７号議案 

日程第１４．第１８号議案 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第８、第１０号議案から日程第１４、第１８号議案までの条例７件を一括し

て議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、井上久雄保健福祉委員長。 

○保健福祉委員長（井上 久雄君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１０号議案、第１１号議案及び

第１８号議案の条例３件について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上

げます。 

 まず、第１０号議案中間市児童遊園設置条例の一部を改正する条例について申し上げま

す。 

 今回の条例改正は、地元町内会から利用者が少なく維持管理が困難であることから廃止

の要望がありました土手ノ内１区第１児童遊園、土手ノ内１区第３児童遊園及び小田ヶ浦
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第３児童遊園の３カ所の児童遊園を廃止することによるものです。 

 次に、第１１号議案中間市介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 今回の条例改正は、３年に１度の介護保険事業計画の見直しについて、昨年６月に本市

の附属機関である中間市高齢者総合保健福祉計画作成検討委員会に諮問し、同委員会から

の答申を受けて保険料の改正を行うものです。 

 保険料の基準額については、現行の月額３,８７０円から改正後は月額４,０４３円とな

っております。 

 また、保険料段階は、現行の６段階制から７段階制へと細分化が行われております。こ

れは、税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置が本年度で終了することから、保険料基

準となる第４段階に特例を設け、公的年金収入金額及び合計所得金額の合計額が８０万円

以下の被保険者の保険料を軽減し、軽減した保険料の不足分については新たに７段階を設

けることにより、第１号被保険者全体で賄うこととしたものです。 

 次に、第１８号議案中間市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例について申し上げます。 

 本条例は、平成２１年度の介護報酬改定による保険料の急激な上昇を抑制するために、

介護報酬改定による保険料上昇分の２分の１が国から交付金として各保険者に交付される

ことから、この交付金を基金として積み立て、平成２１年度から２３年度中に取り崩しを

行い、第１号被保険者の保険料に充当させることで保険料の軽減を図るために設置するも

のとなっております。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第１０号議案及び第１８号議案は全員賛成で、

第１１号議案は賛成多数で原案どおり可決すべきと決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、片岡誠二建設上下水道委員長。 

○建設上下水道委員長（片岡 誠二君）   

 ご指名によりまして、建設上下水道委員会に付託されました第１２号議案及び第１５号

議案につきまして審査を行いましたので、その概要と結果についてご報告申し上げます。 

 まず、第１２号議案中間市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして申し上げま

す。 

 今回の条例改正は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が平成２１年４月１日から

施行されることに伴い、入居収入基準及び家賃制度の改正を行うものであります。 

 現在の公営住宅の入居収入基準は、平成８年に全国の世帯の収入の低い順に２５％まで

を低所得者層と定め政令月収額２０万円以下と設定されておりますが、１０年以上経過し

ており、また経済情勢の変化に伴い、今回２５％に相当する政令月収額を１５万８,０００円

に改定するもので、入居収入基準の引き下げを行い、また家賃の急激な負担増を避けるた
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め施行後５年間で新家賃に段階的に近づける傾斜家賃の特例を設けるものであります。 

 次に、第１５号議案中間市下水道事業減債基金条例を廃止する条例につきまして申し上

げます。 

 この条例は、福岡県に対する蓮花寺中継ポンプ場の移管に伴う地方債の繰上償還の財源

として基金を積み立てる目的で制定されたものですが、平成２０年９月に繰上償還が完了

し、平成２１年３月３１日に中間市下水道事業減債基金、金額にして４,６４０万円を全

額取り崩し平成２０年度予算に充当いたしましたことから、本条例の廃止を行うものであ

ります。 

 以上、２議案につきまして審査の後、採決いたしましたところ、第１２号議案中間市市

営住宅条例の一部を改正する条例は賛成多数で、第１５号議案中間市下水道事業減債基金

条例を廃止する条例は全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第であります。 

 よろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、掛田るみ子市民文教委員長。 

○市民文教委員長（掛田るみ子君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１６号議案及び第１７号議案

２件について市民文教委員会で審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げ

ます。 

 まず、第１６号議案中間市人権教育啓発審議会設置条例について申し上げます。 

 平成１２年に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、中間市にお

きましても、「生まれながらにして平等な社会」の実現に向け、差別を許さず、基本的人

権を尊重する地域社会を形成し、人権施策の推進、基本的人権侵害の防止など総合的な対

策を図ってまいりました。 

 しかし、依然として社会生活のさまざまな局面において、同和問題を初め外国人や障害

をお持ちの方に対する偏見や差別が存在しております。 

 本条例は、このような人権問題に関する人権教育啓発の指針となる「中間市人権教育啓

発基本計画」を制定することを目的とした審議会を設置するものです。 

 なお、中間市同和対策審議会条例につきましては、その内容が本条例に含まれますこと

から廃止することにいたしておりますとの説明がありました。 

 次に、第１７号議案中間市男女共同参画審議会設置条例について申し上げます。 

 我が国における男女共同参画の実現に向けて、国は平成１１年６月に「男女共同参画基

本法」を制定し、翌年１２月に「男女共同参画基本計画」を策定しました。また、福岡県

は平成１３年１１月に「福岡県男女共同参画推進条例」を制定し、中間市におきましても

平成１６年３月に「中間市男女共同参画プラン」を策定し、今年で５年が経過いたします。 
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 このたび提案されております「中間市男女共同参画審議会設置条例」は、中間市におけ

る男女共同参画推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するために

制定するものであります。 

 審議会におきましては、プランの見直しを行い、社会情勢などの変化にも対応していく

ために学識経験者・市内各種団体はもとより、一般市民の方の参加を呼びかけ、幅広い意

見を求めていくという説明がありました。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第１６号議案につきましては賛成多数で、第

１７号議案については全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わ

ります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。佐々木晴一君。 

○議員（２番 佐々木晴一君）   

 第１６号議案中間市人権教育啓発審議会設置条例の反対討論をさせていただきます。 

 人権教育は、大人向けの社会教育、子ども向けの学校教育に、等しく人種や生まれ等に

対するさまざまな差別や格差社会に向けて博愛の思想と平等かつ基本的人権を守る生き方

を市民に本来教えていくべきものであります。 

 決して偏った団体の思想や接遇を支援するものであってはなりません。この人権教育啓

発審議会は、特に大人の社会教育向けのものと聞きます。その対象に学校教育が欠如して

いるなら、中間市にはこれは向かないものかと私は思います。 

 なぜなら、中間市の場合、学校で人権教育の経費として上げていながら、実際には隣保

館主催で同和子ども会のキャンプや研修、地元公民館等での子ども向けの研修実施など、

実際の現場では学校外で子ども向けの人権教育が行われております。既に、社会教育と学

校教育の垣根がない状態であります。 

 以上のことから、この中間市人権教育啓発審議会のあり様をいま一度練り直すべきだと

私は強く要望し、第１６号議案には反対いたします。 

 以上です。 

○議長（井上 太一君）   

 青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）   

 第１１号議案と第１６議案につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして討論い
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たします。 

 まず初めに、第１１号議案ですが、中間市介護保険条例の一部を改正する条例について、

日本共産党市議団を代表いたしまして反対討論いたします。 

 介護保険制度は、今年４月に２０００年の制度開始から１０年目を迎えます。高い保険

料や利用料を負担できず、介護保険を利用できない低所得者も少なくありません。 

 介護保険制度は、高齢者の増大によって利用が増えたり労働条件を改善すると、低所得

者まで含めて保険料や利用料が連動して値上げされるという矛盾を抱えています。 

 こうした中、保険料は３年ごとに引き上げられてまいりました。今年４月の見直しでは、

保険料区分の第４段階に軽減措置を導入し、細分化して激変緩和措置をしたことについて

は評価するものです。 

 しかし、保険料は北九州市や直方市などほかの自治体では引き下げや据え置きをしてお

りますが、中間市は基準額で年額４万６,４４０円、月額３,８７０円から年額４万

８,５２８円、月額４,０４３円に値上げされます。高齢者は増税と物価高で苦しい生活を

強いられており、保険料の引き上げはやめるべきです。 

 次に、第１６号議案について反対討論をいたします。 

 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が２０００年１２月制定され、その施策の推

進を図ることを目的に、中間市人権教育啓発審議会を設置するというものです。 

 この法律は、国家権力による人権侵害や企業による人権侵害などさまざまな人権侵害に

正面から取り組むのではなく、「差別」のみに焦点を当てて矮小化し、「国民の意識差別

の問題」として、国と地方自治体の責務として教育啓発を定めております。このことは、

「人権尊重」と称して国民の内心に踏みかねません。まさに憲法で保障されました思想・

良心の自由、表現の自由などを侵害する恐れがあると言わなければなりません。 

 本来の人権教育とは、憲法や教育基本法、児童憲章に基づいて行うべきであり、中間市

人権教育啓発審議会設置条例に反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論はありませんか。宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）   

 第１２号議案中間市市営住宅条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 

 入居基準の見直しで、これまで収入「２０万円以下」を「１５万８,０００円以下」へ

と厳しくし、また今年度より平成２４年度にかけて家賃の値上げを図るものであります。 

 アメリカ発の金融危機が世界各国に経済危機をもたらし、その中でも日本の経済不況は

各国よりも群を抜いて深刻なものとなっています。 

 派遣労働者や請負労働者の首切りはすさまじく、大きな社会不安をもたらしています。

そうした中にあって、低所得の人々に過酷な負担増を強いることは到底認められるもので
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はありません。 

 こうした負担を、法改定ということで地方自治体にその執行を強いること、この国のあ

り方に厳しく抗議をすると同時に、市当局も国に対して抗議することを求めて討論を終わ

ります。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、第１０号議案から第１８号議案までの条例７件を、順次採決いたします。 

 議題のうち、まず第１０号議案中間市児童遊園設置条例の一部を改正する条例を採決い

たします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１０号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第１１号議案中間市介護保険条例の一部を改正する条例を起立により採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１２号議案中間市市営住宅条例の一部を改正する条例を起立により採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１２号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１５号議案中間市下水道事業減債基金条例を廃止する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１５号議案は委員長の報告のとおり可決することに
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決しました。 

 次に、第１６号議案中間市人権教育啓発審議会設置条例を起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１６号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１７号議案中間市男女共同参画審議会設置条例を採決いたします。本案に対す

る委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１７号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第１８号議案中間市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を採決いたします。本

案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１８号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．第１９号議案 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１５、第１９号議案町の区域の変更についてを議題とし、市民文教委員長

の報告を求めます。掛田るみ子市民文教委員長。 

○市民文教委員長（掛田るみ子君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１９号議案町の区域の変更につ

いて審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回、議決を得るために提案されております区域は、朝霧４丁目の一部を深坂２丁目の

一部とするものでございます。 

 当該区域は、第３次住居表示事業において町の区域を定めておりました。このたび、市

道外扇通谷線にあわせて変更するものでございます。 

 最後に採決をいたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第

でございます。 
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 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わ

ります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより、第１９号議案町の区域の変更についてを採決いたします。本案に対する委員

長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１９号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．第２０号議案 

日程第１７．第２１号議案 

日程第１８．第２２号議案 

日程第１９．第２３号議案 

日程第２０．第２４号議案 

日程第２１．第２５号議案 

日程第２２．第２６号議案 

日程第２３．第２７号議案 

日程第２４．第２８号議案 

日程第２５．第２９号議案 

日程第２６．第３０号議案 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１６、第２０号議案から日程第２６、第３０号議案までの平成２１年度各

会計予算１１件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   
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 一般会計予算について、４点ばかりお尋ねさせていただきます。 

 まず初めに、３０ページにあります市有地の売払収入７,２０９万円、これは何平米を

対象にされているのかですね。また何カ所あられるのか。平米単価としては幾らで売却さ

れる予定でこの予算を組まれたのか、お尋ねいたします。 

 ２点目は、２３ページの住宅使用料７,１００万円、公営住宅の使用料７,１００万円と

ありますが、これは収入見込みを１００％にして計算されたものか、滞納もたくさんある

ようですので、それぞれの公営住宅の建っている箇所、あわせて何％でもってここの

７,１００万円になったのか。 

 それからもう１点の中では、市有土地の建物貸付料がありますが、これが６５０万円組

まれております。これは土地や建物の貸付料かと思いますが、これもまた１００％の収入

見込みなのか、それとも、貸し付けの中で土地の賃貸料を払われてない方等ももしおられ

るようでしたら１００％ではないと思いますが、その辺を説明していただきたいと思いま

す。 

 それから最後に、昨年の６月議会で私もとり上げましたが、職員のコンプライアンス、

法令遵守の向上の関係の中で、これまで必要があれば設置するという職員倫理審査会です

が、常設するようにという見解を出されておりますが、そのことについてこの新年度で目

指すということですので、新年度予算に反映されているのかどうか、この４点をお尋ねい

たします。 

○議長（井上 太一君）   

 まず最初、どなたから──野上建設産業部長。もう少し早く手を挙げてくださいよ。 

○建設産業部長（野上 忠良君）   

 はい。まず財産売払収入のご質問についてお答えいたします。 

 土地売払収入７,２００万円の内訳といたしまして、８物件、３,３２０平方メートルの

土地を売るように計画しております。 

 それと、２番目のご質問の公営住宅の使用料でございますが、この７,１００万円は、

全戸５９５戸の家賃収入でございます。 

 それで、未収入の件のお尋ねですが、１９年度時点で収入額、収入率が９７％でござい

ます。未収が３％ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに──中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 貸付料のことが。 

○議長（井上 太一君）   

 野上建設産業部長。 
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○建設産業部長（野上 忠良君）   

 次のご質問の土地貸付料の件でございますが、これは市有地貸し付け１１１件分の土地

の貸付料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上 太一君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 この軒数がここでわかりましたけれども、予算といたしましてやはりこれは建築、そち

らの関係だけでなく建設産業部だけの関係でなく、全体的に予算については説明をしてい

ただきたい。建設だけに言っているわけではございません。 

 それとあわせて今私がお尋ねしましたのは、部長の方から住宅使用料３％未収があると

いうことでしたが、この住宅使用料７,１００万円、それからまた土地建物の貸付料

６５０万円につきましても、これは全額の予算で入れているものか、今おっしゃいました

３％の未収があるということは、９７％の住宅使用料で入れているのか、そこが知りたい

わけですよね。 

 そうすると予算が全部狂ってくると思いますので、土地の建物貸付料も全額でしたら

６５０万円だけど、収入としてはこれだけというような形で予算を組まれるんじゃないか

と思いますが、全額で組まれておるんですか。 

○議長（井上 太一君）   

 中嶋都市整備課長。 

○都市整備課長（中嶋伊佐雄君）   

 お答えいたします。 

 予算のときは、９５％で計上しております。 

○議長（井上 太一君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 市有地売払収入８カ所、３,３２０平米というふうにお答えいただきましたが、この平

均単価はこれで割ればよろしいわけですか。 

○議長（井上 太一君）   

 野上建設産業部長。 

○建設産業部長（野上 忠良君）   

 なかなか、高いとこと安いとこございますので、まず平均ということはちょっと偏るか

と思います。私の今手元にあります資料では、最高で今坪当たり１０万円ということにな

っております。 

 以上でございます。 
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○議長（井上 太一君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 最高が出ましたら、最低の土地のところでは坪当たり何万円ぐらいで計算されているの

でしょうか、その８カ所の中で。 

○議長（井上 太一君）   

 野上建設産業部長。 

○建設産業部長（野上 忠良君）   

 私、先ほど８件と申しまして、８件すべて、ここ手元に資料は持っておりません。 

 ただ、今最高だけはわかりましたけど、最低の方はちょっと資料がありません。失礼し

ます。 

○議長（井上 太一君）   

 中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 後ほどお願いします。 

○議長（井上 太一君）   

 柴田総務部長。 

○総務部長（柴田 芳夫君）   

 職員倫理審査会につきましては、常設というふうには考えておりません。 

 必要に応じて委員会を設置するということでありますので、新年度において特別、予算

措置をしているということはありません。 

 以上です。 

○議長（井上 太一君）   

 いいですか。はい、中家多恵子さん。 

○議員（１番 中家多恵子君）   

 ということは、毎日新聞の報道が間違っているということですね。 

○議長（井上 太一君）   

 柴田総務部長。 

○総務部長（柴田 芳夫君）   

 済みません。毎日新聞の報道を見ておりませんので、どういう報道がなされたのかがち

ょっとつかんでおりませんけれども、これは必要に応じて委員会を設置するようにしてお

りますので、前もって予算措置をして委員会の設置に備えるということはいたしておりま

せん。 

○議長（井上 太一君）   

 中家多恵子さん。 
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○議員（１番 中家多恵子君）   

 そしたら、ここで毎日新聞の報道の一部だけを紹介させていただきたいと思います。 

 これは６月議会のことで、毎日新聞が書かれてますのは、見出しで「中間市の職員倫理

審査会、新年度常設を目指す」ということで、これまでの「必要があれば設置する」との

見解を改め、常設することを決めた、と。そして、最後の部分では１１日の一般質問では

中家多恵子市議が「事が起きてからの設置では遅いのではないか」と指摘、松下市長が見

直しを明らかにしたということで、これは毎日の記者が後ほど担当か市長なりに見解を求

めた報道ではないかと思います。 

 ここでは、これだけにとどめておきますが、やはり常設は絶対必要ではないかと私は思

います。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております平成２１年度各会計予算１１件は、会議規則第３７条第

１項の規定により、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．会議録署名議員の指名 

○議長（井上 太一君）   

 これより日程第２７、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において、青木孝子さ

ん及び井上久雄君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（井上 太一君）   

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前11時00分散会 

────────────────────────────── 
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